
令和４年度 第２回環境管理委員会 会議記録 
 

開 催 日 時 令和４年１２月２２日（木）13：10～13：50 場 所 ＺＯＯＭ（市長公室） 

出 席 者      

■副 市 長(委員長) 

■環境管理責任者(副委員長) 

■行 政 経 営 部 長(委員) 

■総 務 部 長(委員) 

■市 民 部 長(委員) 

□生活文化スポーツ部長(委員) 

■子 ど も 生 活 部 長(委員) 
※□･･･欠席 ※◆･･･代理出席  

■福 祉 健 康 部 長(委員) 

□環 境 部 次 長(委員) 

■都 市 整 備 部 長(委員) 

■会 計 管 理 者(委員) 

■選挙管理委員会事務局長(委員) 

■監 査 事 務 局 長(委員) 

◆議 会 事 務 局 長(委員） 

■教 育 部 長(委員） 

審 議 事 項         添付資料 審 議 結 果         
●開会 

 

 

 

 

 

●第１回調布市環境管理委員会の振

り返り 

 

 

 

 

 

 

 

●報告事項 

１ 令和４年度環境目標の達成状況

について（第２四半期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 1-1】 

～ 

【資料 1-2】 

 

 

 

 

 

 

【資料 2-1】 

～ 

【資料 2-3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員長発言＞ 

・次期基本構想や基本計画においても，脱炭素社会の実

現の視点は重要なテーマとなっている。本日は，今後

の庁内横断的な施策の展開に向けて有意義な意見交換

ができればと思う。 

 

〇前回の議事録についてＩＳＯ事務局から説明。 

・事務局対応方針及び各実行部門への連絡事項について

説明。 

・「ちょうふＩＳＯ譜ﾟ１０５号」の発行について説明。 

１２月１日～３月３１日を期間とする政府からの省

エネ・節電の協力要請，昨今の電気料金の高騰に伴う，

電力会社の料金体系の変更について。 

了承 

 

〇令和４年度第２四半期における環境目標の達成状況に

ついてＩＳＯ事務局から説明。要点は以下のとおり。 

・全課で取り組む，令和４年度第２四半期「各課共通項

目」の環境目標について 

・「１ 第 4 次調布市地球温暖化対策実行計画(事務事業

編）・２ 環境確保条例に係るＣＯ２排出量削減」（対

象：文化会館たづくり，市庁舎，グリーンホール，総

合福祉センター）に係るＣＯ２排出量の削減」について，

達成した。 

文化会館たづくりにおいては，ＥＳＣＯ事業による 

ＣＯ２削減効果が大きく表れ始めているものの，基準年

度となる新型コロナウイルス感染症流行前では，施設

での換気と空調の同時使用による空調負荷が少なかっ

たことなどから，市有施設全体としては，削減率は小

さくなっている。 

・管財課の目標として本庁舎に所属する各課で取り組む，

令和４年度第２四半期「管財課項目」の環境目標につ

いて 

・「３ 水道使用の抑制」についてのみ，未達成だった。 

新型コロナウイルス感染症対策による手洗いの機会

の増加が主な要因と分析している。 

・「４・５ 廃棄物削減」について，達成しているが市役

所前庭等でのイベント再開により，イベントで出され

たごみがＩＳＯボックスに多く出されているといった

現状がある。イベント実施の際には，出展者にごみは

持ち帰ってもらう，チラシ等は余剰分を作りすぎない

といった，環境配慮の取組をお願いする。 

 

 

 

・各課で設定して取り組む「各課分」の環境目標につい

ては，未達成なし。 

第２四半期以降は，「やや達成できなかった」，及び「達

成できなかった」課については是正報告書の提出が必

要となるため，引き続き目標達成に向けた取組をお願



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和４年度内部環境監査につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ カーボンニュートラルに向けた

動向について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 3-1】 

～ 

【資料 3-3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 4-1】 

～ 

【資料 4-2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いする。 

・環境目標の達成度は，下半期，特に冬に未達成に転じ

る傾向にあるため，今冬の省エネについて，各部取り

組んでいただくようお願いする。 

了承 

 

＜委員長発言＞ 

・事務局から報告があったが，イベントの開催に当たっ

ては，環境配慮を行ったうえでの実施について，各部

において徹底をお願いする。 

 

 

〇「令和４年度内部環境監査」についてＩＳＯ事務局か

ら説明。要点は以下のとおり。 

・本年度の監査については，１０月に各課の監査を実施

し，１１月に結果報告書をまとめた。 

・２６課を対象として実施し，「軽微な問題」が１件，「優

秀な取組」が１４件であった。 

・「軽微な問題」については，当該課が前回受けた助言相

当と同じ内容の助言を再度受けたため，助言に係る改

善なしとして，指摘の扱いとなった。 

・指摘となった際は，翌年も監査の対象となるため，次

回の被監査課を含め，各実行部門において留意のうえ，

取り組んでいただくようお願いする。 

・今年度も，府中市・昭島市・日野市の職員に監査員と

してご協力いただき，相互監査を実施している。 

了承 

 

 

〇「カーボンニュートラルに向けた動向」について   

ＩＳＯ事務局から説明。要点は以下のとおり。 

・国も７年ぶりに節電を要請している。 

国のエネルギー対策により電力予備率は改善される見

込みだが，気象状況や老朽火力発電所の問題等により，

電力需給がひっ迫する可能性が依然としてあるため，

この冬も電力需給ひっ迫への備えが必要。 

・東京都においては，ＨＴＴ（電力を減らす・創る・貯

める）の取組を着実に継続・定着させていくことで，

確実な電力確保につなげていく。 

・東京都は，供給延床面積が年間２万㎡以上の大手住宅

メーカーを対象として，延べ床面積２千㎡未満の新築

住宅等に，太陽光発電設備とゼロエミッションビーク

ル充電設備の設置を義務付ける東京都環境確保条例の

改正手続きを進めており，令和４年１２月１５日に都

議会第４回定例会において可決・成立した。施行日は

令和７年４月１日ほかとなっている。 

・東京電力エナジーパートナー（株）における電気料金

見直しの背景として，今後も続くことが見込まれてい

る燃料価格・市場価格の急激な高騰がある。 

公共施設の電力調達に当たって，現在，ほとんどの電 

力会社が入札にそもそも参加しない，新規契約の受付 

停止といった方針を打ち出しており，都内自治体では 

公共施設の電力に係る入札は，年内ベースで半数以上 

が不調となっている状況にある。 

・電気事業者の実績を点数制で評価し，一定の得点以上

の電気事業者に入札に参加してもらう「調布市電力の

調達に係る環境配慮方針」に基づいた電力調達の契約

を推進しているが，こうした厳しいエネルギー市場の

動向を踏まえて，事務局において電力事業者各社の状

況確認等を行ってきたが，現下においては，入札を実

施しても応札の見込みはないと判断し，令和５年度に

開始される，東京電力エナジーパートナーの新標準メ

ニューでの契約に向けて動いている。 

こうした状況下でも可能な限り環境に配慮した電力調

達を図るため，入札ではないが当該方針に照らし，改

めて合格となることを確認している。 

了承 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他報告事項 

 令和４年度環境管理委員会の日程

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員長発言＞ 

・本日，事務局からカーボンニュートラルに向けた様々

な動向の説明があったが，そうした背景を踏まえ，市

としてゼロカーボンシティの実現に向けた取組に繋げ

ることが重要である。各部門での具体的な取組に繋げ

てもらいたい。 

 

 

 

〇「次回開催内容」及び「令和４年度環境管理委員会の

日程」についてＩＳＯ事務局から説明。 

・令和４年度第３回環境管理委員会の開催予定  

令和５年３月２２日（水）午後 

 

了承 

 

 

 

 

 

 

事 務 局     

対応方針 
・委員会結果を受け，庁内広報誌ちょうふＩＳＯ譜゜を発行 

各実行部門 

対応方針 

・本日の環境管理委員会の内容について，各実行部門の職員に周知する 

・環境に配慮したイベント実施となるよう，改めて委託等の仕様等について確認する。 

・１２月１日から３月３１日までの政府・東京都からの省エネ・節電の協力要請に，各職場で

の節電対策を実施する。 

 


